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開催日時

開催場所

事 務 局

出 席 者 全委員

事務局

審議案件

１　指定案件

① 大阪府北部地震の影響について ２０件

② 高落札率の案件について １件

③ 主要工事の入札結果について １件

④ 予定価格の事後公表の影響について １２件

２　その他

① 変更契約を締結した案件について（H28・29）

② 指名停止の状況について

意見等 １　大阪府北部地震の影響について

・ 緊急随契の範囲はどうやって決めたのか。

２　主要工事の入札結果について

・ 建築一式での発注だが、建築と土木をどう区分しているのか。

３　予定価格の事後公表の影響について

・

備　考

弁護士、大学教授、府警ＯＢ

第６５回　高槻市入札等監視委員会

高槻市入札等監視委員会　審議概要

平成３０年８月１０日（金）　午前１０時～午前１１時１０分

総合センター６階Ｃ６０４会議室

総務部契約検査課

浄水管理センター職員、建築課職員

契約検査課職員、水道部検査監、総務企画課・管路整備課職員、

　平成３０年４月から６月末までの３か月間に実施した工事入札４５

件、委託入札１１件及び随意契約２件の中から、担当委員が案件を指定

し、事務局の説明後、各委員から意見等が出された。

　本委員会での審議内容は入札に係る情報であるため、詳細に公表する

ことは、入札参加者の権利、その他利益を害し、委員会に対する圧力、

干渉を招く恐れがあることから本審議概要を公表する。（平成１４年６

月３日に開催した第１回委員会で決定）

最低制限価格未満で応札者のほとんどが失格になると、結果と

して予定価格付近の応札者が落札する場合があるが、この点に

ついてどう評価しているのか。


